
第７回 いなべ市総合計画審議会 事項書 

 

                    日時：平成27年４月20日（月） 

                       午前１０時から1時間程度 

                    場所：員弁コミュニティプラザ 集会室 

 

 

 

１．開会 

 

 

２．会長あいさつ 

 

 

３．第2次総合計画基本計画の策定について 資料１ 

 

 

４．今後のスケジュールについて 資料２ 

 

 

５．意見交換 

 

 

６．閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



総合計画審議委員名簿 

（敬称略） 

大 分 野 小 分 野 氏 名 役 職 等 

生活基盤 地域防災 小澤 和茂 いなべ市消防団団長 

生活基盤 地域福祉 門脇 よしゑ いなべ市民生委員 

生活基盤 地域ｺﾐｭﾆﾃｨ 多湖 節男 いなべ市自治会連合会元員弁町会代表 

生活基盤 協働 畑中 美奈子 認知症予防ボランティアかのん代表 

保健福祉 地域医療 水野 章 
三重県厚生農業協同組合連合会 

いなべ総合病院名誉院長 

保健福祉 子育て 小林 久里子 特定非営利活動法人こどもぱれっと理事 

保健福祉 人権 伊藤 久子 員弁地区更生保護女性会会長 

保健福祉 高齢者 伊藤 一人 
社会福祉法人 

養護老人ホーム翠明院施設長 

保健福祉 障がい者 出口 真輔 いなべ市障害者活動支援センター主任 

産業 農業 伊藤 和雄 いなべ市農業委員会会長 

産業 観光 美濃部 昌利 いなべ市観光協会理事 

産業 商工業 位田 とよ子 いなべ市商工会女性部長 

教育文化 教育 川瀬 正幸 いなべ市教育委員会元委員長 

教育文化 青少年 近藤 勝敏 いなべ市青少年育成市民会議会長 

教育文化 
教育 

(保護者) 
西川 良香 いなべ市PTA連合会元母親代表 

教育文化 文化・芸術 種村 浩人 いなべ市文化協会会長 

教育文化 スポーツ 永井 澄美 いなべ市体育協会会長 

有識者 学識経験者 中澤 政直 ○ 中澤会計事務所所長 

有識者 学識経験者 丸山 康人 ◎ 四日市看護医療大学学長 

◎は会長  ○は副会長 
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いなべ市総合計画の策定について 

 市の将来像及びこれを達成するための施策の
大綱を示したものをいう。 （条例第2条抜粋）  

基本構想（10年） 

 基本構想を踏まえた市政の基本的な計画で
あって、施策の基本的な方向及び体系をいう。 
（条例第2条抜粋）  

基本計画（5年） 

 基本計画を踏まえた市政の具体的な計画で
あって、施策を実現するため実施する事業をい
う。 （条例第2条抜粋）  

実施計画（3年） 

いなべ市総合計画審議会 
 

総合計画基本構想策定のための審議と進捗管理 
 
（学識経験者・市民代表：２０名以内） 

答申・助言・提案 諮問・資料提供など 

総合計画策定委員会（部門長会） 
 

総合計画基本計画策定 
（会長：市長、副会長：副市長、構成員：教育長、部次長） 

策定部会（課長級） 
基本計画素案の作成・資料収集・成果の検証 

 
 
 
 
 
 
 
 

 平成18年度から平成27年度の10年間を計画期間とする現行総合計画の計画期間の満了を迎えるにあたり、現在の経済・社会情勢の変化等を踏ま
えて平成26年度と平成27年度の２か年をかけて新たな総合計画を策定します。 

教育文化部会 
（教育委員会担当課長） 

産業部会 
 （農林商工部担当課長、 
  都市整備課長） 

保健福祉部会 
 （保険年金課長、福祉部担当課長、 
  健康こども部担当課長） 

生活基盤部会 
（環境・美化担当課長、水道部担当課長、 
 建設部担当課長、都市整備部担当課長、   
 防災・防犯担当課長、市民活動室長） 

策定ワーキンググループ（全職員） 
 

施策の検討・施策の実施・課題抽出 

教育文化部会 

産業部会 

保健福祉部会 

生活基盤部会 

分野別 審議会委員 

分野別 審議会委員 

分野別 審議会委員 

分野別 審議会委員 

ワークショップ 

総合計画「基本構想・基本計画・実施計画」 

※ 基本構想は、議会議決が必要です。 
※ 基本計画は、議会報告となります。 
 
【策定方針（条例第3条抜粋）】 
・総合計画は、総合的かつ長期的な見地から策 
 定しなければならない。 
・総合計画は、適切な計画期間を設定し、地域 
 の実情、社会経済情勢の変化等に応じて、こ 
 れらに適合するように策定するものとする。 
・総合計画は、市民の意見を十分に反映させる 
 ための必要な措置を講じた上で、市民との協 
 働によって策定するものとする。 

 平成23年の地方自治法の改正により、基本構想について議会の議決を経て定めることの義務はなくなりましたが、総合的かつ長期的な計画に基づ
く行政運営が必要であるため、新たに総合計画条例・総合計画条例施行規則を定め、総合計画を策定することとしました。 

資料１ 



● ● ● ▲

① ② ③

デザイン編集・印刷製本

ヒアリングシート記入・確認

 計画素案の作成

 骨子案の作成

 地方創生の視点

基
本
計
画
策
定

総
合
計
画
策
定

 施策体系の整理・方向性の検討

基本計画
報告

１月 ２月

基本構想
の策定

議会

 策定部会（４部会）

 ワーキンググループ（庁内）

 パブリックコメント
基本構想

策定

１１月

 審議会

会議等

(必要に応じて開催)

①骨子案審議　②素案審議　③案の審議

実施スケジュール及び役割分担

平成27年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

区分

内容 ３月１２月

資料２ 
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